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大野市放課後児童クラブ事業実施要綱の一部を改正する要綱案
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提案理由

放課後児童クラブ保護者負担金の改定に伴い、所要の改正を行うため



大野市教育委員会告示第 号

大野市放課後児童クラブ事業実施要綱（令和３年教育委員会告示第２９号）の一

部を次のように改正する。

令和６年 月 日

大野市教育委員会

次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すよう

に改正する。

改正後 改正前

（加入手続き等）

第９条 （略）

２ 教育委員会は前項により申込みがあ

ったときは、その内容を審査のうえ加

入の可否を決定し、児童クラブ加入決

定通知書（様式第２号）により保護者

に通知するものとする。

３ 保護者は、前項の規定により加入決

定を受けたときは、次条に規定する年

間登録料を負担するものとする。

４ （略）

５ （略）

６ （略）

７ （略）

（負担金等）

第１０条 保護者は、児童クラブの加入

及び利用に当たり、年間登録料及び負

担金（以下「負担金等」という。）を

（加入手続き等）

第９条 （略）

２ 教育委員会は前項により申込みがあ

ったときは、その内容を審査のうえ加

入の可否を決定し、児童クラブ加入決

定通知書（様式第２号）により保護者

に通知するものとする。

３ （略）

４ （略）

５ （略）

６ （略）

（保護者負担金等）

第１０条 保護者は、児童クラブの利用

に当たり、保護者負担金を負担するも

のとする。



附 則

この要綱は、令和６年４月１日から施行する。

負担するものとする。

２ 前項に規定する負担金等の額は、次

の各号に掲げる区分に応じ、児童１人

につき当該各号に定める額とする。

(1) 年間登録料 ３，２００円

(2) 土曜日及び振替日（次号に該当す

る日を除く）の利用 １日につき２

００円

(3) 長期休業期間中の利用 １日につ

き３００円

３ 前項の規定にかかわらず、利用児童

の保護者が次の各号のいずれかに該当

する場合の負担金等の額は、前項第１

号に規定する額については児童１人に

つき３，２００円を、前項第２号及び

第３号に規定する額については児童１

人につき１月当たり３，６００円を減

じた額とする。この場合において、当

該減じた後の額が０円以下となるとき

は、負担金等の額は０円とする。

(1)～ (5) （略）

４～７ （略）

２ 前項に規定する負担金の額は、次の

各号に掲げる利用日の区分に応じ、児

童１人につき当該各号に定める額とす

る。

(1) 土曜日及び振替日（次号に該当す

る日を除く） １日の利用につき２

００円

(2) 長期休業期間中の日 １日の利用

につき３００円

(3) 前２号に掲げる日以外の日 ０円

３ 前項の規定にかかわらず、利用児童

の保護者が次の各号のいずれかに該当

する場合の負担金の額は、前項に規定

する額から児童１人につき１月当たり

３，６００円を減じた額とする。この

場合において、当該減じた後の額が０

円以下となるときは、負担金の額は０

円とする。

(1)～ (5) （略）

４～７ （略）


